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土岐市及び瑞浪市医療提供体制審議会共同設置規約 

 

 （設置） 

第１条 土岐市及び瑞浪市（以下「両市」という。）は、地域医療を守り、効

率的で、質の高い医療提供体制を確保するため、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２５２条の７第１項の規定に基づき、同法第１３８条の４第

３項に規定する審議会を共同して設置するものとする。 

 （名称） 

第２条 この審議会は、土岐市及び瑞浪市医療提供体制審議会（以下「審議

会」という。）という。 

 （執務場所） 

第３条 審議会の執務場所は、土岐市土岐津町土岐口２１０１番地土岐市役所

内とする。 

 （所掌事務） 

第４条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。 

 (１) 両市の医療提供体制の安定確保に関すること。 

 (２) 前号に掲げるもののほか、両市の長が必要と認めること。 

 （組織） 

第５条 審議会は、委員１５人以内で組織する。 

 （委員） 

第６条 審議会の委員は、両市の長が協議により定める候補者について、土岐

市長が選任する。 

２ 土岐市長は、審議会の委員を解任する場合又はその退任を承認する場合は、

あらかじめ瑞浪市長と協議しなければならない。 

 （任期） 

第７条 委員の任期は、第４条に規定する事項の諮問に係る答申の日までとす

る。 

 （会長及び副会長） 

第８条 審議会に会長及び副会長を置く。 
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２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

 （会議） 

第９条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

４ 審議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して出席を求め、

意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。 

 （負担金） 

第１０条 審議会に要する経費は、両市が負担し、当該負担すべき額は、両市

の長の協議により定めるものとする。 

２ 瑞浪市は、前項の規定による負担金を土岐市に納付しなければならない。 

３ 前項に規定する負担金の納付の時期については、両市の長が協議して定め

る。 

 （予算） 

第１１条 審議会に関する予算は、土岐市の一般会計の歳入歳出予算に計上す

るものとする。 

 （決算報告） 

第１２条 土岐市長は、審議会に関する決算を土岐市議会の認定に付したとき

は、当該決算を瑞浪市長に報告しなければならない。 

 （委員の身分取扱いに関する条例、規則その他の規程） 

第１３条 土岐市は、審議会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方

法に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合は、あらか

じめ瑞浪市と協議しなければならない。 

２ 前項に規定する条例、規則その他の規程を土岐市が制定し、又は改廃した

ときは、瑞浪市長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならな

い。 
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 （庶務） 

第１４条 審議会の庶務は、土岐市において行う。 

 （補則） 

第１５条 この規約に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、

両市の長が協議して定める。 

   附 則 

 この規約は、令和２年１０月５日から施行する。 


